
令和８年２月２日（金）　午後５時１５分まで
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　乗用の農耕作業用自動車（田植え機、コンバイン、耕耘機、トラクター）や小型特殊自
動車（パワーショベル、フォークリフトなど）、令和７年中に取得した農耕用トラクター
によりけん引されて使用される農耕用トレーラ（運搬用トレーラ、ロールベーラー、マニ
ュアスプレッダー、スプレイヤーなど）は軽自動車税（種別割）の対象となるため、ナン
バープレートの取得が必要になります。



87
8

7

7
８

7
8



７運
搬
具





８

その他詳細につきましては、下記のお問い合わせ先までお願いします。




